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伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第 39 号

伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例

伊勢市附属機関条例（平成 29 年伊勢市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１病院事業管理者の部市立伊勢総合病院改革プラン評価委員会の

項を次のように改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年 10 月 15 日から施行する。

（市立伊勢総合病院改革プラン評価委員会の委員の任期に関する経過措

置）

２ この条例の施行の日の前日において市立伊勢総合病院改革プラン評価

委員会の委員である者の任期は、改正前の別表第１の規定にかかわらず、

その日に満了する。

市立伊勢総

合病院経営

強化プラン

評価委員会

市立伊勢総合病

院経営強化プラ

ンの実施状況に

ついての点検及

び評価に関する

事項についての

調査審議に関す

ること。

10人以

内

(1) 学 識 経

験を有する

者

(2) 医 療 又

は病院の経

営に関する

知識経験を

有する者

(3) そ の 他

病院事業管

理者が必要

と認める者

２年
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市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例及び伊勢市職員等の旅費に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第40号

市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例及び伊勢市職員等の旅

費に関する条例の一部を改正する条例

（市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第１条 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成17年伊勢市条

例第39号）の一部を次のように改正する。

に改める。

（伊勢市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第２条 伊勢市職員等の旅費に関する条例（平成17年伊勢市条例第45号）

の一部を次のように改正する。

第12条に次のただし書を加える。

ただし、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114

号）別表第１の１の表備考に規定する甲地方の地域内における宿泊に

13,000 円。ただ

し、国家公務員

等の旅費に関す

る法律（昭和 25

年 法 律 第 114

号）別表第１の

１の表備考に規

定する甲地方の

地域内における

宿 泊 に あ っ て

は、14,800 円と

する。

「

「

13,000 円

を別表 2,600 円の項中

」

」
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あっては、１夜につき１万3,100円とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する

条例別表の規定及び第２条の規定による改正後の伊勢市職員等の旅費に

関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に

完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当

該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行

については、なお従前の例による。
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伊勢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第41号

伊勢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

伊勢市職員退職手当支給条例（平成17年伊勢市条例第46号）の一部を次

のように改正する。

第９条第11項第４号中「職業」を「安定した職業」に改める。

附則第14項中「令和７年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例第９条第11項

（第４号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。）

の規定は、退職職員（退職した伊勢市職員退職手当支給条例第１条に規

定する職員をいう。以下この項において同じ。）であってこの条例の施

行の日（以下この項において「施行日」という。）以後に安定した職業

に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就い

たものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、な

お従前の例による。
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伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第42号

伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例

伊勢市体育施設条例（平成17年伊勢市条例第197号）の一部を次のように

改正する。

別表第１伊勢市二見体育館の項中「伊勢市二見町茶屋213番地３」を「伊

勢市二見町荘2033番地１」に改める。

別表第３伊勢市二見体育館の項中「、毎週月曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に定める休日」及び「（９月１日から翌年

３月31日までは、午前９時から午後９時まで）」を削る。

別表第４の８の表を次のように改める。

８ 伊勢市二見体育館

(1) 施設使用料

備考

１ 営利を目的とする場合は、その他の場合のそれぞれの使用料の金

額の２倍とする。

２ 使用時間は、準備及び原状回復のための時間を含む。

(2) 照明設備使用料

区分 アマチュアスポーツ又

は文化関係事業のため

に使用する場合（１時間

当たり）

その他の場合（１時

間当たり）

備考

半面 530 円 2,360 円 １時間未満

は、１時間と

する。

全面 1,060 円 4,720 円

ギャラリー 280 円 1,280 円

区分 アマチュアスポーツ又

は文化関係事業のため

その他の場合（１時

間当たり）

備考
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備考

１ 営利を目的とする場合は、その他の場合のそれぞれの使用料の金

額の２倍とする。

２ 使用時間は、準備及び原状回復のための時間を含む。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

（準備行為）

２ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）以後の伊勢市

二見体育館の使用に係る伊勢市体育施設条例第６条第１項の規定による

許可、第10条第１項の規定による許可及び第11条第１項の規定による使

用料の納付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の

施行前においても、同条例第６条第１項及び第２項（第10条第３項にお

いて準用する場合を含む。）、第７条、第９条、第10条、第11条第１項、

第12条及び第13条の規定並びにこの条例による改正後の伊勢市体育施設

条例（次項において「新条例」という。）別表第４の８の表の規定の例に

より行うことができる。

（使用料に関する経過措置）

３ 新条例別表第４の８の表の規定は、施行日以後の伊勢市二見体育館の

使用に係る使用料について適用し、同日前の伊勢市二見体育館の使用に

に使用する場合（１時間

当たり）

半面 470 円 940 円 １時間未満

は、１時間と全面 940 円 1,880 円

ギャラリー 250 円 510 円 する。
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係る使用料については、なお従前の例による。
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伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第43号

伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例

伊勢市国民健康保険条例（平成17年伊勢市条例第101号）の一部を次の

ように改正する。

第32条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合

又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められ

てこれに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年12月２日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にした行為及び行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過

措置に関する政令（令和６年政令第260号）第９条の規定によりなお従

前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。
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伊勢市地区集会所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第44号

伊勢市地区集会所条例の一部を改正する条例

伊勢市地区集会所条例（平成17年伊勢市条例第105号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表伊勢市一之木地区集会所の項を削る。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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伊勢市工場等立地促進条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第45号

伊勢市工場等立地促進条例の一部を改正する条例

伊勢市工場等立地促進条例（平成23年伊勢市条例第12号）の一部を次の

ように改正する。

題名を次のように改める。

伊勢市企業立地促進条例

第１条中「工場等」を「企業」に改める。

第２条第１号中「工場等」を「対象施設」に改め、同条第３号中「工場

等」を「対象施設」に、「操業している」を「稼働している」に改め、同

条第４号中「工場等」を「対象施設」に、「所有しない」を「有しない」

に、「、又は」を「又は」に、「所有する」を「有する」に改め、同条第

５号中「工場等」を「対象施設」に、「所有する」を「有する」に、「、

又は」を「又は」に改め、同条第６号中「工場等」を「対象施設」に、「所

有する」を「有する」に、「縮小又は」を「縮小し、又は」に改め、同条

第７号中「工場等」を「対象施設」に改め、同条第８号中「取得した工場

等」を「取得した対象施設」に、「償却資産」を「償却資産のうち、第５

条第１項の指定がされた日（以下「指定日」という。）から当該対象施設

の稼働を開始した日（以下「稼働開始日」という。）までの間に取得した

もの」に改め、「合計額」の次に「（消費税及び地方消費税に相当する額

を控除した額）」を加え、同号ただし書を削り、同条第９号中「工場等」

を「対象施設」に、「第５条第１項の指定がされた日（以下「指定日」と

いう。）」を「指定日」に、「当該工場等の操業を開始した日（以下「操

業開始日」という。）までに」を「稼働開始日までの間に」に改め、同条

第10号中「第２条第１項第１号に定める中小企業者」を「第２条第１項各

号のいずれかに該当する会社又は個人」に改める。

第３条各号列記以外の部分中「工場等」を「対象施設」に改める。
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第４条第１項第２号ただし書及び第４号中「工場等」を「対象施設」に

改め、同項第５号中「工場等」を「対象施設」に、「操業する」を「稼働

する」に改め、同項第７号中「工場等」を「対象施設」に、「売買代金を

完済する」を「代金の支払を完了する」に改め、同項第８号中「第５条第

１項」を「次条第１項」に改め、同項に次の１号を加える。

(9) 市町村税（都税（市町村税として課することができる税目に限る。）

及び特別区税を含む。）を滞納していないこと。

第４条第２項第１号中「及び第８号」を「、第８号及び第９号」に改め、

同項第２号ただし書中「工場等」を「対象施設」に改め、同条第３項第１

号中「及び第８号」を「、第８号及び第９号」に改め、同項第２号ア及び

イ以外の部分中「工場等」を「対象施設」に、「操業開始日から」を「稼

働開始日から」に改め、同号ア及びイ中「工場等」を「対象施設」に、「操

業開始日までに」を「稼働開始日までの間に」に改め、同条に次の１項を

加える。

４ 複数の事業者が共同して対象施設の立地を行う場合にあっては、これ

らの者（以下この項において「共同事業者」という。）を一の事業者と

みなしてこの条例の規定を適用する。この場合において、第１項第１号

及び第２号中「中小企業者」とあるのは「第４項に規定する共同事業者

の全てが中小企業者である場合」と、第２項第２号本文中「中小企業者」

とあるのは「第４項に規定する共同事業者の全てが中小企業者である場

合」と、同号ただし書中「市内事業者が対象施設を立地する場合」とあ

るのは「同項に規定する共同事業者のうち当該対象施設に係る事業を行

う者が市内事業者である場合」と、「中小企業者」とあるのは「同項に

規定する共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、前項第３号中

「中小企業者」とあるのは「次項に規定する共同事業者の全てが中小企

業者である場合」と、第６条第２項中「市内事業者に」とあるのは「第
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４条第４項に規定する共同事業者（以下この項において「共同事業者」

という。）のうち当該対象施設に係る事業を行う者（以下この項におい

て「主体事業者」という。）が市内事業者である場合に」と、「中小企

業者」とあるのは「共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、「市

内事業者以外の者」とあるのは「主体事業者が市内事業者以外の者であ

る場合」とする。

第６条第１項本文中「工場等」を「対象施設」に、「の売買代金」を「の

代金」に改め、同項ただし書中「売買代金に相当する額」を「当該用地の

代金に相当する額に100分の30を乗じて得た額（その額が３億円を超える場

合は、３億円）」に改め、同条第２項中「第５条第１項」を「前条第１項」

に、「工場等」を「対象施設」に、「操業」を「稼働」に、「ものに」を

「者に」に、「償却資産」を「償却資産のうち、指定日から稼働開始日ま

での間に取得したもの」に改める。

第８条の見出し中「取消等」を「取消し等」に改め、同条第１項各号列

記以外の部分中「指定を」を「指定の全部又は一部を」に改め、同項第３

号中「事業」を「当該指定に係る事業」に改め、同項中第６号を第７号と

し、第５号の次に次の１号を加える。

(6) 不正な手段により奨励措置を受けたとき。

第10条中「工場等」を「対象施設」に改め、「実地に」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の伊勢市工場等立地促進条例第５条第

１項の指定を受けている者に対する当該指定に係る奨励措置については、

なお従前の例による。
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伊勢市工場等立地促進条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第49号

伊勢市工場等立地促進条例施行規則の一部を改正する規則

伊勢市工場等立地促進条例施行規則（平成23年伊勢市規則第33号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

伊勢市企業立地促進条例施行規則

第１条中「伊勢市工場等立地促進条例」を「伊勢市企業立地促進条例」

に改める。

第５条中「工場等」を「対象施設」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 前項の規定による申請は、複数の事業者が共同して対象施設の立地を

行う場合にあっては、これらの者（以下「共同事業者」という。）が共

同して行わなければならない。

３ 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請を行う事業者の登記事項証明書

(2) 申請を行う事業者の事業の概要が確認できる書類

(3) 常時雇用される従業員（日々雇い入れられる者を除く。）の数が確

認できる書類

(4) 申請を行う事業者の直近３年間の財務諸表及び業務報告書

(5) 対象施設の位置図

(6) 立地に係る用地の取得が第２条各号に掲げる取引に該当しない旨の

誓約書（用地取得奨励金の交付を受けようとする場合に限る。）

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第６条に次の１項を加える。

２ 前項の規定による奨励措置事業者指定書の交付は、複数の事業者が共

同して対象施設の立地を行う場合にあっては、共同事業者の全てに対し

てするものとする。
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第７条中「工場等」を「対象施設」に、「を市長」を「に次に掲げる書

類を添付して、市長」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 対象施設の立地に係る用地の登記事項証明書（登記記録に記録され

ている事項の全部を証明したものに限る。）の写し

(2) 対象施設の立地に係る用地の取得に係る契約書の写し

(3) 対象施設の平面図

第８条の見出し中「操業」を「稼働」に改め、同条中「工場等」を「対

象施設」に、「操業を」を「稼働を」に、「操業開始届」を「稼働開始届」

に改める。

第９条第１項第２号中「市税」を「市町村税（都税（市町村税として課

することができる税目に限る。）及び特別区税を含む。）」に改め、同号を

同項第３号とし、同項第１号を同項第２号とし、同号の前に次の１号を加

える。

(1) 投下固定資産総額が確認できる書類

第９条第２項本文中「工場等」を「対象施設」に、「操業」を「稼働」

に、「10日以内に」を「３月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか

早い日（市長が指定する立地にあっては、対象施設の稼働を開始した日か

ら起算して３月を経過した日）までに」に改め、同項ただし書及び同条第

３項中「工場等」を「対象施設」に改め、同条第４項中「工場等」を「対

象施設」に、「操業」を「稼働」に改める。

第12条に次の１項を加える。

２ 第５条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第13条中「工場等」を「対象施設」に、「指定事業者操業休止（廃止）

届」を「指定事業者稼働休止（廃止）届」に改め、同条に次の１項を加え

る。

２ 第５条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

23



様式第１号から様式第７号までを次のように改める。
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様式第１号（第５条関係）

年 月 日

奨 励 措 置 事 業 者 指 定 申 請 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

（共同して立地を行う場合は、別紙に記入し、提出してください。）

伊勢市企業立地促進条例第５条の規定により、奨励措置の対象事業者としての指定を受

けたいので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第５条の規定により、下記のとおり関係書

類を添えて申請します。

記

１ 申請する奨励金 □用地取得奨励金 □設備投資奨励金 □雇用奨励金

２ 対象施設の概要

(1) 種別 □新設 □増設 □移設

(2) 対象施設の立地の場所

(3) 投下固定資産の規模及び総額（予定）

区分 面積（単位：㎡） 投下固定資産額（単位：千円）

土地

家屋

償却資産

計
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(4) 広間及び客室（旅館業の用に供する施設の場合のみ記入すること。）

広間の面積 ㎡

洋式の客室数 室

※ 広間を複数設置する場合については、最も面積が大きいものについて記入するこ

と。

３ 常時雇用従業員予定数

新規常時雇用従業員 新規採用 人

市外からの配転 人

その他 市内からの配転 人

出向・派遣等 人

計 人

４ 造成工事の開始予定年月 年 月

５ 造成工事の完了予定年月 年 月

６ 建築工事の開始予定年月 年 月

７ 建築工事の完成予定年月 年 月

８ 稼働の開始予定年月 年 月

９ 添付書類

10 業種及び事業概要
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別紙（奨励措置事業者指定申請書）

共同事業者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

※ 記入欄が不足する場合は、追加すること。
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様式第２号（第６条関係）

第 号

年 月 日

奨 励 措 置 事 業 者 指 定 書

様

伊勢市長 印

年 月 日付けで申請のありました指定事業者の指定については、下記の

とおり条件を付して指定します。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 対象施設の立地の場所

３ 該当する奨励金

４ 指定の条件
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様式第３号（第７条関係）

年 月 日

建 設 工 事 着 手 届

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

次のとおり対象施設の建設工事に着手しましたので、伊勢市企業立地促進条例施行規則

第７条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

添付書類

指 定 番 号 年度第 号

対 象 施 設 の

立 地 の 場 所
伊勢市

用 地 取 得 日 年 月 日

建 設 工 事 着 手 日 年 月 日

建設工事完成予定日 年 月 日

稼 働 開 始 予 定 日 年 月 日
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様式第４号（第８条関係）

年 月 日

稼 働 開 始 届

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

稼働を開始したので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第８条の規定により、下記のと

おり届け出ます。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 稼働開始年月日 年 月 日

３ 稼働開始時の事業概要

４ 投下固定資産の規模及び総額

５ 新規常時雇用従業者数 人

区分 面積（単位：㎡） 投下固定資産額（単位：千円）

土地

家屋

（床面積）

償却資産

計
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様式第５号（第９条関係）

年 月 日

用 地 取 得 奨 励 金 交 付 申 請 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

用地取得奨励金の交付を受けたいので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第９条第１項

の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 事業指定年月日 年 月 日

３ 用地取得価格 円

４ 用地取得奨励金申請額 円

５ 添付書類

※市記載欄

土地鑑定評価額 円
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様式第６号（第９条関係）

年 月 日

設 備 投 資 奨 励 金 交 付 申 請 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

設備投資奨励金の交付を受けたいので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第９条第１項

の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 事業指定年月日 年 月 日

３ 設備投資奨励金申請額 円

４ 設備投資奨励金の交付申請回数 第 回目

５ 添付書類
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様式第７号（第９条関係）

年 月 日

雇 用 奨 励 金 交 付 申 請 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

雇用奨励金の交付を受けたいので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第９条第１項の規

定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 事業指定年月日 年 月 日

３ 市内新規常時雇用従業員数 人（ 年 月 日現在）

４ 雇用奨励金申請額 円

５ 添付書類

33



様式第８号中「伊勢市工場等立地促進条例施行規則」を「伊勢市企業立

地促進条例施行規則」に改める。

様式第９号から様式第12号までを次のように改める。
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様式第９号（第11条関係）

年 月 日

奨 励 金 交 付 請 求 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

年 月 日付け 第 号により交付決定を受けた奨励金につい

て、伊勢市企業立地促進条例施行規則第11条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１ 奨励金の名称及び交付請求額

□ 用地取得奨励金 円

□ 設備投資奨励金 円（第 回目）

□ 雇用奨励金 円

２ 口座

振込先

銀行

信用金庫

農協

支店

預金種目 普通・当座

口座番号

ふりがな

口座名義
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様式第10号（第12条関係）

年 月 日

事 業 者 指 定 申 請 変 更 届

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

（共同して立地を行う場合は、別紙に記入し、提出してください。）

年 月 日付けで申請した奨励措置の対象事業者としての指定の内容に変

更がありましたので、伊勢市企業立地促進条例第７条の規定により、下記のとおり関係書

類を添えて届け出ます。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 変更事項

３ 変更理由

変更前

変更後
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別紙（事業者指定申請変更届）

共同事業者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

※ 記入欄が不足する場合は、追加すること。
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休止

廃止

様式第11号（第13条関係）

年 月 日

指 定 事 業 者 稼 働 休 止（廃 止）届

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

（共同して立地を行う場合は、別紙に記入し、提出してください。）

稼働を したので、伊勢市企業立地促進条例施行規則第13条の規定により、下記

のとおり届け出ます。

記

１ 事業者指定番号 年度第 号

２ 休止の期間又は廃止年月日

３ 休止又は廃止の理由

４ 用地取得奨励金の受領額 円

５ 設備投資奨励金の受領額 円

６ 雇用奨励金の受領額 円
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別紙（指定事業者稼働休止（廃止）届）

共同事業者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

※ 記入欄が不足する場合は、追加すること。
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様式第12号（第14条関係）

年 月 日

地 位 承 継 申 請 書

（宛先）伊勢市長

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者の職・氏名

担当部署・担当者

電話番号

伊勢市企業立地促進条例第９条の規定により、指定事業者の地位を承継しましたので、

伊勢市企業立地促進条例施行規則第14条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添

えて申請します。

記

対象施設

名 称

所在地

指定の年月日 年 月 日

事業者指定番号 年度第 号

承継の年月日 年 月 日

被承継事業者

住所又は所在地

氏名又は名称及び

法人にあっては、そ

の代表者の職・氏名

承 継 の 理 由
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様式第13号中「伊勢市工場等立地促進条例施行規則」を「伊勢市企業立

地促進条例施行規則」に、「工場等の」を「対象施設の」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市工場等立

地促進条例施行規則に定める様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市企業立地

促進条例施行規則に定める様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。
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市立伊勢総合病院経営強化プラン評価委員会規程を次のように定める。

令和６年 10 月 8 日

伊勢市病院事業管理者 佐 々 木 昭 人
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伊勢市病院事業管理規程第10号

市立伊勢総合病院経営強化プラン評価委員会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、伊勢市附属機関条例（平成29年伊勢市条例第２号）

第９条の規定に基づき、市立伊勢総合病院経営強化プラン評価委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。

（委員長及び副委員長）

第２条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定

める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長

が欠けたときは、その職務を行う。

（会議）

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開き、議決することができない。

３ 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席し

たものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第４条 委員会の庶務は、経営推進部経営企画課において処理する。

（委任）

第５条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に

関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）
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１ この規程は、令和６年10月15日から施行する。

（市立伊勢総合病院改革プラン評価委員会規程の廃止）

２ 市立伊勢総合病院改革プラン評価委員会規程（平成29年伊勢市病院事

業管理規程第３号）は、廃止する。
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伊勢市選挙管理委員会告示第９号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載

所の候補者氏名等掲載順序のくじを行う場所及び日時を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 場 所 伊勢市御薗町長屋 1221 番地

御薗総合支所２階

伊勢市選挙管理委員会室

２ 日 時 令和６年 10月 15 日（火） 午後６時

45



伊勢市選挙管理委員会告示第 10号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における不在者投票用紙等の交付

場所を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 伊勢市御薗町長屋 1221 番地 御薗公民館

２ 伊勢市岩渕１丁目７番 29号 伊勢市役所東館

３ 伊勢市二見町茶屋 420 番地１ 二見総合支所

４ 伊勢市小俣町元町 540 番地 御薗公民館

５ 伊勢市船江１丁目 471 番地１ ミタス伊勢
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伊勢市選挙管理委員会告示第 11号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙に伴い、令和６年 10 月１日以降

同年 10月 27 日までの間は、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 17 条但し

書の規定により、選挙人名簿の移替えは、これを行わず令和６年 10月 28 日以後に延

期します。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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伊勢市選挙管理委員会告示第 12号

公職選挙法施行令第 53 条第１項及び第 59 条の４第４項の規定による不在者投票の

投票用紙等を選挙期日の公示の日前に請求を受けた場合にあって、郵便をもって発送

する時は、選挙期日の公示の日の前々日からと定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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伊勢市選挙管理委員会告示第 13号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における伊勢市開票区の開票の日

時及び場所を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 場 所 伊勢市小俣町新村 401 番地１

三重電子スマイルアリーナ小俣

（伊勢市小俣総合体育館）

２ 日 時 令和６年 10月 27 日（日） 午後９時 30 分
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伊勢市選挙管理委員会告示第 14号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における伊勢市開票区開票管理者

及び同職務代理者を、下記のとおり選任します。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

開 票 管 理 者 開票管理者の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 竜田 節夫 省略 潮崎 明義
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伊勢市選挙管理委員会告示第 15号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における開票立会人となるべき者

のくじを行う場所及び日時を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 場 所 伊勢市御薗町長屋 1221 番地

御薗総合支所２階

伊勢市選挙管理委員会室

２ 日 時 令和６年 10月 24 日（木） 午後６時
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伊勢市選挙管理委員会告示第 16号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における各投票区の投票所を、別

紙のとおり設置します。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

1  進　　修  宇治浦田1丁目10番20号  宇治公民館

2  高 麗 広  宇治今在家町511番地  伊勢市立高麗広公民館

3  修道第１  桜木町55番地１  旧伊勢市さくらぎ保育所

4  修道第２  久世戸町５番地１  伊勢市立修道小学校　会議室

5  明倫第１  岡本１丁目18番21号  伊勢市立明倫小学校　ワークスペース

6  明倫第２  岩渕１丁目７番29号  伊勢市役所本庁舎1階ホール

7  有緝第１  船江２丁目２番５号  伊勢市立有緝小学校　会議室

8  有緝第２  船江２丁目２番29号  有緝こども園

9  有緝第３  船江３丁目11番44号  船江保育園

10  厚生第１  一之木２丁目９番11号  一之木町会事務所（一之木ふれあいセンター隣）

11  厚生第２  宮後２丁目３番21号  宮後町公会堂

12  厚生第３  一志町１番４号  伊勢市立厚生小学校　ランチルーム

13  早　　修  常磐３丁目10番19号  伊勢市立早修小学校　フレンドルーム

14  中島第１  二俣１丁目２番17号  伊勢市立中島小学校　校舎内(廊下スペース)

15  中島第２  中島２丁目13番４号  中島こども園

16  中島第３  辻久留３丁目17番５号  社会福祉法人三重済美学院

17  神　　社  神社港295番地20  神社港公民館（旧神社幼稚園）

18  大　　湊  大湊町1118番地194  旧伊勢市立大湊小学校校舎内

19  浜郷第１  神久２丁目７番18号  三重県立伊勢工業高校武道館

20  浜郷第２  黒瀬町1637番地  浜郷保育所

21  浜郷第３  一色町1682番地  一色町公民館

22  宮本第１  旭町319番地  伊勢市立宮山小学校　ランチルーム

23  宮本第２  佐八町728番地2  佐八保育園

24  豊浜第１  西豊浜町1779番地  伊勢市立豊浜西小学校　会議室

25  豊浜第２  東豊浜町299番地１  伊勢市立豊浜東小学校　１階教室

26  北浜第１  有滝町2638番地  有滝町民会館

27  北浜第２  村松町4011番地１  村松町松寿会館

28  北浜第３  東大淀町201番地１  東大淀町民会館

29  城田第１  上地町1767番地  上地町公民館

30  城田第２  粟野町472番地  伊勢市立城田中学校　被服室

31  四郷第１  楠部町2484番地  四郷地区コミュニティセンター

32  四郷第２  朝熊町1994番地１  伊勢市あさま児童センター

33  四郷第３  鹿海町994番地１  鹿海町公民館

34  沼木第１  上野町2841番地２  伊勢市立上野小学校　会議室

35  沼木第２  円座町1573番地４  円座町自治会館

36  沼木第３  横輪町589番地1  横輪町公民館

37  沼木第４  矢持町菖蒲125番地２   伊勢市消防団上野分団矢持班車庫

令和６年１０月２７日執行予定　衆議院議員総選挙投票所設置場所一覧表
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

令和６年１０月２７日執行予定　衆議院議員総選挙投票所設置場所一覧表

38  二見第１  二見町江683番地２  江コミュニティセンター

39  二見第２  二見町今一色３番地  旧伊勢市立今一色小学校校舎内

40  二見第３  二見町茶屋209番地  二見公民館

41  二見第４  二見町光の街907番地7  二見浦小・二見中学校　ふたみホール

42  小俣第１  小俣町本町３番地  伊勢市小俣農村環境改善センター

43  小俣第２  小俣町元町540番地  小俣公民館

44  小俣第３  小俣町相合750番地  伊勢市立小俣中学校　音楽室

45  小俣第４  小俣町明野1939番地  伊勢市立明野小学校　図工室

46  小俣第５  小俣町明野1481番地  明野幼稚園（三重県立明野高等学校隣）

47  御薗第１  御薗町高向686番地８  新高公民館

48  御薗第２  御薗町高向2658番地１  高向公民館

49  御薗第３  御薗町長屋1221番地  御薗総合支所

50  御薗第４  御薗町上條1173番地１  伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター
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伊勢市選挙管理委員会告示第 17号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、下記の

とおり設置します。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 期日前投票所

御薗期日前投票所 御薗公民館 御薗町長屋 1221 番地

２ 増設する期日前投票所

本庁期日前投票所 伊勢市役所東館 岩渕１丁目７番 29 号

二見期日前投票所 二見総合支所 二見町茶屋 420 番地 1

小俣期日前投票所 小俣公民館 小俣町元町 540 番地

ミタス伊勢期日前投票所 ミタス伊勢 船江１丁目 471 番地

３ 増設期間

令和６年 10月 16 日（水）～ 10月 26 日（土）

本庁期日前投票所、二見期日前投票所、小俣期日前投票所

令和６年 10月 19 日（月）～ 10月 26 日（土）

ミタス伊勢期日前投票所
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伊勢市選挙管理委員会告示第 18号

令和６年 10 月 27 日執行の衆議院議員総選挙において、公職選挙法（昭和 25 年法律

第 100 号）第 49条の２第２項の規定により読み替えて適用される第 48条の２第１項

の規定により、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を

下記のとおり指定します。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

御薗期日前投票所 御薗公民館 御薗町長屋 1221 番地

本庁期日前投票所 伊勢市役所東館 岩渕１丁目７番 29 号

二見期日前投票所 二見総合支所 二見町茶屋 420 番地 1

小俣期日前投票所 小俣公民館 小俣町元町 540 番地

ミタス伊勢期日前投票所 ミタス伊勢 船江１丁目 471 番地
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伊勢市選挙管理委員会告示第 19号

令和６年 10 月 27 日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における伊勢市開票区

の開票の日時を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

日 時 令和６年 10 月 27 日（日） 午後９時 30分
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伊勢市選挙管理委員会告示第 20号

令和６年 10 月 27 日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される

最高裁判所裁判官の氏名及び最高裁判所の裁判官に任命された年月日の掲示場所は、

各投票所内と定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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伊勢市選挙管理委員会告示第 21号

令和６年 10 月 27 日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票用紙

等の交付場所を、下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

伊勢市御薗町長屋 1221 番地 御薗公民館

伊勢市岩渕１丁目７番 29号 伊勢市役所東館

伊勢市二見町茶屋 420 番地 1 二見総合支所

伊勢市小俣町元町 540 番地 小俣公民館

伊勢市船江１丁目 471 番地１ ミタス伊勢
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伊勢市選挙管理委員会告示第 22号

公職選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第 37条第７項及び公職選挙法施行令

（昭和 25年政令第 89号）第 26 条第１項の規定により指定投票区及び指定関係投票区

を下記のとおり定めます。

令和６年 10月８日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

指定投票区 御薗第３投票区

指定関係投票区 御薗第３投票区以外のすべての投票区
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伊勢市選挙管理委員会告示第 23号

令和６年 10 月 27 日執行の衆議院議員総選挙における投票管理者及び同職務代理者

を、別紙のとおり選任します。

令和６年 10月 15 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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【別紙】

           

投　　票

区　　名 住　　　　　　　　所 氏　　　名  住　　　　　　　　所 氏　　　名

進修投票区 伊勢市 米本　武俊 伊勢市 中西　弘幸

高麗広投票区 伊勢市 中村　哲也 伊勢市 東　良二　

修道第１投票区 伊勢市 森本　真成 伊勢市 川本　浩司

修道第２投票区 伊勢市 東世古　幸久 伊勢市 羽根　隆太

明倫第１投票区 伊勢市 平見　典彦 伊勢市 奥野　明宏

明倫第２投票区 伊勢市 丸山　美幸 伊勢市 神生　千恵子

有緝第１投票区 伊勢市 西井　清子 伊勢市 阿竹　信一

有緝第２投票区 伊勢市 前村　忍 伊勢市 谷本　陽平

有緝第３投票区 伊勢市 南平　貫志 伊勢市 阿竹　美津子

厚生第１投票区 伊勢市 竹澤　正浩 伊勢市 加藤　寿人

厚生第２投票区 伊勢市 今井　正人 伊勢市 八田　信

厚生第３投票区 伊勢市 藤川　圭司 伊勢市 奥野　明日香

早修投票区 伊勢市 増田　研一郎 伊勢市 井上　安里

中島第１投票区 多気郡 岡井　孝浩 伊勢市 竹野　陽介

中島第２投票区 伊勢市 西川　善大 伊勢市 三宅　亮次

中島第３投票区 伊勢市 小林　正幸 伊勢市 中川　要

神社投票区 伊勢市 世古口　泰彦 伊勢市 竹原　幹

大湊投票区 伊勢市 山下　智也 伊勢市 鈴木　友美

浜郷第１投票区 伊勢市 濱口　新 伊勢市 鎌田　茂樹

浜郷第２投票区 伊勢市 見並　卓也 伊勢市 福本　佳大

浜郷第３投票区 伊勢市 山崎　幸喜 伊勢市 酒徳　芳正

宮本第１投票区 度会郡 上田　之晴 伊勢市 井村　明弘

宮本第２投票区 伊勢市 大西　隆 伊勢市 山本　真史

豊浜第１投票区 伊勢市 北村　幸治 伊勢市 奥野　覚

豊浜第２投票区 伊勢市 奥田　教行 度会郡 青山　嘉代

北浜第１投票区 伊勢市 山口　一馬 伊勢市 中川　真知子

北浜第２投票区 松阪市 徳田　光良 伊勢市 中居　一晃

北浜第３投票区 伊勢市 沖塚　孝久 伊勢市 森　大輔

城田第１投票区 伊勢市 西井　道治 伊勢市 横田　和貴

城田第２投票区 伊勢市 小林　進 伊勢市 西井　有希

四郷第１投票区 伊勢市 中川　一雄 伊勢市 杉原　匠

四郷第２投票区 伊勢市 上田　淳一 伊勢市 太田　徹

四郷第３投票区 伊勢市 奥野　修司 伊勢市 谷本　美貴

沼木第１投票区 度会郡 西村　明裕 伊勢市 北村　智

沼木第２投票区 伊勢市 森本　真人 伊勢市 谷口　久美

沼木第３投票区 度会郡 松田　康 伊勢市 東野　晴香

沼木第４投票区 多気郡 西尾　正美 伊勢市 中村　尚

二見第１投票区 伊勢市 山本　佳典 伊勢市 川端　裕子

二見第２投票区 伊勢市 吉居　寛典 伊勢市 豊岡　賢司

二見第３投票区 伊勢市 古川　毅 伊勢市 尾西　学

二見第４投票区 伊勢市 奥田　隆良 伊勢市 濱千代　雅章

小俣第１投票区 伊勢市 太田　英明 度会郡 岡村　基司

小俣第２投票区 伊勢市 西山　早苗 伊勢市 北村　文華

小俣第３投票区 伊勢市 倉野　隆宏 伊勢市 福浦　馨

小俣第４投票区 伊勢市 南　裕之 度会郡 楠川　教寛

小俣第５投票区 志摩市 天満　徹 伊勢市 野中　久司

御薗第１投票区 伊勢市 林　歩 伊勢市 佐々木　徹

御薗第２投票区 伊勢市 北村　祥広 松阪市 中谷　和人

御薗第３投票区 伊勢市 堀畑　智男 伊勢市 東浦　富美

御薗第４投票区 伊勢市 谷　ともえ 伊勢市 柑子木　真由美

令和６年１０月２７日執行予定　衆議院議員総選挙

投票管理者及び同職務代理者一覧表

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者
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伊勢市選挙管理委員会告示第 24号

令和６年 10 月 27 日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理

者及びこれを代理すべき者を、別紙のとおり選任します。

令和６年 10月 15 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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１　投票管理者 別　表

○御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

雪岡　義

中東　松衛

伊勢市 吉野　惠子 令和6年10月17日

伊勢市 中北　幸宏 令和6年10月18日

中東　松衛

西田　均

吉野　惠子

中東　松衛

伊勢市 中北　幸宏 令和6年10月21日

伊勢市 吉野　惠子 令和6年10月22日

伊勢市 中西　好一郎 令和6年10月23日

伊勢市 吉野　惠子 令和6年10月24日

伊勢市 中北　幸宏 令和6年10月25日

伊勢市 中東　松衛 令和6年10月26日

○御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 中川　浩良 令和6年10月16日

伊勢市 河北　俊彦 令和6年10月17日

伊勢市 井波　真理子 令和6年10月18日

伊勢市 中山　幸則 令和6年10月19日

伊勢市 梅林　芳美 令和6年10月20日

伊勢市 小川　浩 令和6年10月21日

伊勢市 中山　真理子 令和6年10月22日

伊勢市 中世古　潤 令和6年10月23日

伊勢市 石原　知枝 令和6年10月24日

伊勢市 中川　佳奈子 令和6年10月25日

伊勢市 常光　弘康 令和6年10月26日

２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理す
べき者

伊勢市 令和6年10月16日

伊勢市 令和6年10月19日

伊勢市 令和6年10月20日
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１　投票管理者 別　表

○ミタス伊勢期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 潮崎　明義 令和6年10月19日

伊勢市 橋本　清美 令和6年10月20日

伊勢市 里中　綾子 令和6年10月21日

伊勢市 里中　綾子 令和6年10月22日

伊勢市 橋本　清美 令和6年10月23日

伊勢市 潮崎　明義 令和6年10月24日

伊勢市 潮崎　明義 令和6年10月25日

伊勢市 橋本　清美 令和6年10月26日

○ミタス伊勢期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 西村　峻 令和6年10月19日

度会郡 木下　喜之 令和6年10月20日

伊勢市 中西　弘幸 令和6年10月21日

伊勢市 上村　和義 令和6年10月22日

伊勢市 福田　智仁 令和6年10月23日

伊勢市 古野　拓 令和6年10月24日

伊勢市 堀井　茂毅 令和6年10月25日

伊勢市 井村　豊 令和6年10月26日

２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者
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１　投票管理者 別　表

○二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 小﨑　峰子 令和6年10月16日

伊勢市 濱口　敏彦 令和6年10月17日

伊勢市 三浦　徹 令和6年10月18日

伊勢市 出口　勇 令和6年10月19日

伊勢市 中村　省三 令和6年10月20日

伊勢市 田畑　千津子 令和6年10月21日

伊勢市 濱口　敏彦 令和6年10月22日

伊勢市 中村　省三 令和6年10月23日

伊勢市 田畑　千津子 令和6年10月24日

伊勢市 出口　勇 令和6年10月25日

伊勢市 三浦　徹 令和6年10月26日

○二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

松阪市 坪内　理絵 令和6年10月16日

伊勢市 中西　早紀 令和6年10月17日

伊勢市 永井　正浩 令和6年10月18日

伊勢市 薮木　茂生 令和6年10月19日

伊勢市 西　ますみ 令和6年10月20日

伊勢市 竹澤　順子 令和6年10月21日

伊勢市 坂本　展章 令和6年10月22日

多気郡 江川　健 令和6年10月23日

伊勢市 河村　直弘 令和6年10月24日

伊勢市 松岡　薫 令和6年10月25日

伊勢市 尾本　義則 令和6年10月26日

２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理す
べき者
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１　投票管理者 別　表

○本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 大藪　記三 令和6年10月16日

伊勢市 龍田　洋 令和6年10月17日

伊勢市 加藤　壽美子 令和6年10月18日

伊勢市 堀井　和代 令和6年10月19日

伊勢市 鈴木　孝明 令和6年10月20日

伊勢市 岡本　忠佳 令和6年10月21日

伊勢市 中野　榮子 令和6年10月22日

伊勢市 加藤　壽美子 令和6年10月23日

伊勢市 龍田　洋 令和6年10月24日

伊勢市 岡本　忠佳 令和6年10月25日

伊勢市 堀井　和代 令和6年10月26日

○本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 伊藤　元樹 令和6年10月16日

伊勢市 奥本　智礼 令和6年10月17日

津市 藤田　幸枝 令和6年10月18日

津市 大野　明子 令和6年10月19日

伊勢市 中山　有子 令和6年10月20日

伊勢市 松本　拓也 令和6年10月21日

松阪市 細川　亜紀 令和6年10月22日

伊勢市 田中　論子 令和6年10月23日

津市 田中　はるな 令和6年10月24日

伊勢市 倉野　雄介 令和6年10月25日

伊勢市 村田　雄紀 令和6年10月26日

２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理す
べき者
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１　投票管理者 別　表

○小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 小林　三保 令和6年10月16日

伊勢市 小林　三保 令和6年10月17日

伊勢市 大西　幸子 令和6年10月18日

伊勢市 中川　雅司 令和6年10月19日

伊勢市 中川　雅司 令和6年10月20日

伊勢市 小林　三保 令和6年10月21日

伊勢市 大西　幸子 令和6年10月22日

伊勢市 小林　三保 令和6年10月23日

伊勢市 大西　幸子 令和6年10月24日

伊勢市 中川　雅司 令和6年10月25日

伊勢市 中川　雅司 令和6年10月26日

○小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

伊勢市 浅倉　麻衣子 令和6年10月16日

伊勢市 井村　勝仁 令和6年10月17日

伊勢市 中廣　弘 令和6年10月18日

伊勢市 中西　勇介 令和6年10月19日

伊勢市 奥山　武史 令和6年10月20日

伊勢市 中川　まゆみ 令和6年10月21日

伊勢市 梅森　裕 令和6年10月22日

度会郡 山中　強 令和6年10月23日

伊勢市 柳原　正紀 令和6年10月24日

伊勢市 山本　真里子 令和6年10月25日

伊勢市 松田　和裕 令和6年10月26日

２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理す
べき者
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伊勢市選挙管理委員会告示第 25号

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

等に関する法律（平成 16年法律第 59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）の規定による解職

請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。

令和６年 10月 15 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例等

に関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の 50分の１の数

2,037 人

２ 市町村の合併の特例等に関する法律第４条第 11 項、同法第５条第 15 項及び同

法第 61条第 11 項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

16,973 人

３ 地方自治法第 76条第１項、同法第 80 条第１項、同法第 81 条第１項及び同法第

86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数

33,946 人

（参考）永久選挙人名簿登録者総数 101,836 人
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伊勢市選挙管理委員会告示第 26号

令和６年 10 月 27 日執行予定の衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場を、別紙

のとおり設置します。

令和６年 10月 15 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫
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伊勢市農業委員会告示第 11 号

伊勢市農業委員会第 226 回総会を次のとおり招集します。

令和６年 10月８日

伊勢市農業委員会

会長 森川 正弘

１ 招集の日時 令和６年 10月 15日（火）午後２時

２ 招集の場所 伊勢市 御薗総合支所 ２－４会議室

３ 付議すべき事項

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 伊勢市農用地利用集積計画について（農林水産課提案）
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伊勢市公告第 69 号

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 56

号）附則第５条第１項の規定に基づき、次のように農用地利用集積計画を

定めましたので、同項の規定により公告します。

令和６年 10 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第70号

負傷動物等の収容について

次の動物を動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第

36条第２項の規定により収容した旨の通知が三重県伊勢保健所長からあり

ましたので、公告します。

令和６年10月３日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 収容した動物

２ 収容した日 令和６年10月２日

３ 収容期限 令和６年10月７日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 保護した場所 動物種 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１
伊勢市小俣町

明野
猫 雑種

キジ

トラ
雄 大 成猫
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伊勢市公告第71号

負傷動物等の収容について

次の動物を動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第

36条第２項の規定により収容した旨の通知が三重県伊勢保健所長からあり

ましたので、公告します。

令和６年10月７日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 収容した動物

２ 収容した日 令和６年10月４日

３ 収容期限 令和６年10月９日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 保護した場所 動物種 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１
伊勢市御薗町

高向
猫 雑種 サビ 雌 小 子猫
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伊勢市公告第 72 号

伊勢市ふるさと未来づくり条例（平成 26 年伊勢市条例第 38 号）第９条第

１項の規定により、東大淀地区まちづくり協議会から次のとおり変更の届出

があったので、同条第２項の規定により公告します。

令和６年 10 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一

事務所の所在地

変更前 伊勢市東大淀町 264 番地１

変更後 伊勢市東大淀町 134 番地５
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